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第１章　計画策定にあたって 

１　計画策定の背景・目的 

 

　近年、少子高齢化による労働力人口の減少や女性を含めた多様な発想を生かした企業経営

の必要性等を背景に、女性がその個性と能力を十分に発揮して活躍することが一層重要とな

ってきています。 

国や地方公共団体、事業主が女性の活躍を迅速かつ重点的に推進し、社会経済情勢の変化

に対応できる豊かで活力ある社会を実現するため、平成２７年８月２８日に「女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律」（以下「法」という。）が制定されました。これにより、

地方公共団体の機関は、職員を雇用する事業主（特定事業主）として、平成２８年３月３１

日までに「特定事業主行動計画」を策定することが義務付けられました。 

当市においても、「春日部市女性職員の活躍推進に関する特定事業主行動計画」を策定し、

平成２８年度から１０年間にわたり女性職員の活躍を迅速かつ重点的に推進してきました。 
このたび、法の有効期限が令和１８年３月３１日まで延長されたことに伴い、目標達成状

況等を踏まえて検証・見直しを行い、令和８年度を初年度とする前期計画を策定します。 
本計画に基づき、引き続き、女性職員の活躍を迅速かつ重点的に進めてまいります。 

 

２　計画の期間・対象 

 

　本計画は、法の効力が延長された令和８年度から令和１７年度までの１０年間のうち、前

期を令和８年度から令和１２年度までの５年間、後期を令和１３年度から令和１７年度まで

の５年間の計画期間とします。 

また、本計画は、全職員※を対象とします。 

※会計年度任用職員等についても、この計画の趣旨を踏まえ該当する制度について対象とします。 

※県費負担教職員、非常勤特別職の審議会委員等は除く。 

 

３　計画の推進及び実施状況の公表 

 

本計画の推進及び実施状況の公表については、以下のとおり取り組みます。 

　 

（１）グループウェアへの掲載等により、職員に対し計画内容の周知を行います。 

（２）一般事業主や市民に対する情報提供として本計画及び施策の取組状況や数値目標の達

成状況等を市公式ホームページに掲載します。 

（３）取組状況を把握・分析し、その結果を施策に反映させることにより、ＰＤＣＡサイク

ルを確立していきます。 
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第２章　女性活躍に関する本市の状況と課題 

１　データで見る状況・分析 

 
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等

に係る内閣府令」（平成２７年内閣府令第６１号）第２条に基づき、女性活躍推進に関する本

市の状況の把握、課題の分析を以下のとおり行いました。 

あわせて、「春日部市女性職員の活躍推進に関する特定事業主行動計画～後期計画（令和３

年度～令和７年度）～」で設定した数値目標と比較し、達成状況を確認しました。 
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（１）採用に関する状況・分析 

【「春日部市女性職員の活躍推進に関する特定事業主行動計画 

～後期計画（令和３年度～令和７年度）～」での数値目標】 

 

○採用者の女性割合 

　本市全体の採用者の女性割合を引き続き５０％以上にする。 

※ただし、女性割合が少ない技術職（土木・建築等）、消防職については、女性の採用者 

数を毎年１人以上にする。 

 

◆採用者の女性割合（各年度） 

　　　 

　　　※会計年度任用職員を除く。 

※各年度の区切りは、当該年度に実施した採用活動を基準として、４月２日～４月１日で計上。 

　　（例）令和４年度：令和４年４月２日～令和５年４月１日 

　　（令和４年４月１日入庁者は、前年度の採用活動によるもののため前年度分として計上）　 

　　 

⇒　数値目標は達成している。 

しかし、前回策定時と変わらず技術職（土木・建築等）、消防職において割合が低い。 

 職種 令和４年度 令和５年度 令和６年度

 

事務職

全体 ４２人 ３９人 ５２人

 女性 １６人 １９人 ２６人

 割合 ３８.１％ ４８.７％ ５０.０％

 

技術職

全体 １１人 ３人 ７人

 女性 ３人 １人 ３人

 割合 ２７.３％ ３３.３％ ４２.９％

 

保育士

全体 ６人 ５人 ２人

 女性 ５人 ５人 ２人

 割合 ８３.３％ １００.０％ １００.０％

 

保健師

全体 ２人 ２人 ４人

 女性 ２人 ２人 ４人

 割合 １００.０％ １００.０％ １００.０％

 

消防職

全体 １３人 ９人 １６人

 女性 ０人 ０人 １人

 割合 ０.０％ ０.０％ ６.３％

 

医療職

全体 ５８人 ４６人 ５７人

 女性 ３７人 ３４人 ４０人

 割合 ６３.８％ ７３.９％ ７０.２％

 

全　体

全体 １３２人 １０４人 １３８人

 女性 ６３人 ６１人 ７６人

 割合 ４７.７％ ５８.７％ ５５.１％
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（２）登用に関する状況・分析 

【「春日部市女性職員の活躍推進に関する特定事業主行動計画 

～後期計画（令和３年度～令和７年度）～」での数値目標】 

 

○管理的地位（課長級以上）にある職員の女性割合（医療職を除く） 

　管理的地位（課長級以上）にある職員に占める女性割合を１０％以上にする。 

※１０年後を見据え、令和１３年には管理的地位（課長級以上）にある職員に占める女性割合を

２０％とするため、昇任試験・選考の方法を変更するなど、新たな取り組みについて検討・実

施する。 

 

◆管理的地位（課長級以上）にある職員に占める女性割合（各年度４月１日現在） 

　　　 

　　　※市立医療センターを除く。 

 

⇒　令和７年度現在、数値目標は達成していない。 

管理職に占める女性職員の割合は低いが、微増傾向にある。 

 

参考：市立医療センターの状況 

 

（３）仕事と生活の両立に関する状況・分析 

【「春日部市女性職員の活躍推進に関する特定事業主行動計画 

～後期計画（令和３年度～令和７年度）～」での数値目標】 

 

○男性職員の育児休業の取得率 

　男性職員の育児休業の取得率を毎年度３０％以上にする。 

 

◆育児休業の取得率（新規取得者） 

  

 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度

 全体 １３９人 １３７人 １３１人

 女性 １２人 １４人 　１２人

 女性割合 ８.６％ １０.２％ ９.２％

 令和５年度 令和６年度 令和７年度

 全体 ６７人 ６７人 ７３人

 女性 ２０人 １６人 １９人

 女性割合 ３０．０％ ２３．９％ ２６．０％

 令和４年度 令和５年度 令和６年度

 男性職員 ３１.１％ ３６.６％ ５２.４％

 女性職員 １００.０％ １００.０％ １００.０％



5 

参考：男女別の育児休業の取得期間の分布状況（令和６年度） 

　　　【男性職員】　　　　　　　　　　　　　　　【女性職員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

⇒　数値目標は達成している。 

男性職員の育児休業の取得率は増加傾向にあるものの、女性職員と比較すると、取

得期間が短いため、取得期間の拡大に向けた取り組みが必要になってくる。 

 

 

 

 

 

 取得期間 人数

 １か月未満 6

 １か月以上半年未満 13

 半年以上１年未満 2

 １年以上 1

 計 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 取得期間 人数

 １年未満 11

 １年以上１年半未満 7

 １年半以上２年未満 5

 ２年以上 19

 計 42

１年未満
26%

１年以上１年半未満
17%

１年半以上２年未満
12%

２年以上
45%

１か月未満
27%

１か月以上
半年未満
59%

半年以上１
年未満
9%

１年以上
5%



6 

第３章　計画の基本的な考え方 

１　計画の基本理念 

　 

本計画は、法の基本原則を踏まえ、本市の状況把握及び課題分析から抽出された課題に対

し、多様な職務経験の付与やキャリア形成を支援する取り組みを実施するものです。 

また、本計画では、女性の健康上の特性に配慮するとともに、様々な意思決定の場におけ

る女性職員の参画や男性職員の積極的な育児参加を推進する等、性別に関わらず職員が働き

やすい職場環境を整備し、仕事と家庭の円滑かつ継続的な両立を目指します。 

　さらに、公的部門の率先垂範の観点から、女性職員の発想を生かした行政サービスの提供、

子育てや介護を担う男女を含むすべての職員が力を最大限発揮できる組織づくりに積極的に

取り組むため、引き続き、本計画の基本理念を以下のとおりとします。 

 

春日部市女性職員の活躍推進に関する特定事業主行動計画の基本理念 

 

 
 
 
 
 
 
 

２　基本方針 

　　 

この計画では次の４つの基本方針を定め、これに基づき推進していくものとします。 

 

【基本方針１】　職員の能力が十分に発揮できる組織づくり 

１－１　男女のバランスのとれた人材確保と適正な職員配置 

　　　　　　多くの女性職員が活躍できるよう、戦略的な採用・適材適所の人事配置・管理

職への登用を行います。 

 

１－２　管理監督者への意識の醸成・風土改革 

　　　　　　管理職に対し、仕事と生活の両立に向けた意識啓発を行うとともに、公正な人

事評価や業務改善を通じて、働きやすい職場環境を整えます。 

男女が共に輝き 

“ 　　　　　„と働ける職場をめざして 
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【基本方針２】キャリア形成支援等による職員の育成 

２－１　職員のキャリア形成・意欲向上 

　　　　　　管理職候補者の育成を目的とした研修や育児・介護休業中、復職後の研修等を

実施します。昇任制度や面談を活用し、職員のキャリア形成支援のための取り組

みを推進します。 

 

【基本方針３】仕事と生活の両立支援（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

３－１　仕事と生活の両立を支える職場環境の整備 

　　　　　　長時間労働の是正、男性職員の育児や介護等への参加、多様な勤務形態等の検

討を進めます。 

 

【基本方針４】ハラスメントのない職場環境づくり 

　４－１　ハラスメント対策 

　　　　　　「春日部市職員のハラスメントの防止等に関する指針」を活用し、職員の意識

啓発、相談体制の整備、研修の３点からハラスメントのない職場環境づくりに取

り組みます。 

 

３　計画の体系 

　 

　　本計画の基本理念を達成するため、４つの基本方針に基づき、次に掲げる事項について

実施していくものとします。 

なお、一般的な勤務形態と異なる特別な勤務形態を取る職場については、各職場の勤務

実態にあわせて、本計画の趣旨を踏まえ、可能な範囲で実施していくものとします。 
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理　念 基本方針 施　策

 

職員の能力が 

十分に発揮できる 

組織づくり

１－１　男女のバランスのとれた人材確

保と適正な職員配置

１－２　管理監督者への意識の 

醸成・風土改革

⑴　戦略的な人事施策

 
⑴　管理職による職場の意識改革

⑵　業務効率化へのアプローチ

２－１ 職員のキャリア形成・意欲向上

⑴　キャリア形成支援

３－１仕事と生活の両立を支える職場 

環境の整備

⑴　男性職員の育児等への参画促進

⑵　各休暇制度等の取得促進・定時退

庁の推進

⑶　多様な勤務形態の推進

 

 

キャリア形成支援等に

よる職員の育成

基本方針１ 

 

仕事と生活の両立支援 

（ワーク・ライフ・バランス）の 

推進

基本方針２ 

基本方針３ 

 

ハラスメントのない職

場環境づくり

基本方針４ 

４－１ ハラスメント対策

⑴　ハラスメントのない職場環境 

づくり
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第４章　施策の展開 

１　女性活躍の推進に向けた数値目標 

　 

本市の女性活躍に関する状況把握・課題分析の結果を踏まえ、共に輝き“いきいき”と働

ける職場をめざすため、以下の数値目標を設定します。 

 

【数値目標】 

（１）採用に関する指標 

　　　本市全体の採用者に占める女性割合は、５５．１％（令和６年度）となっております

が、技術職（土木・建築等）、消防職については女性の採用者、また受験者自体が少ない

状況となっています。多くの女性職員が活躍できる入り口となる女性の採用を拡大する

ため、以下の数値目標を設定します。 

〇本市全体の採用者の女性割合を引き続き５０％以上にする。 

※女性割合が少ない技術職（土木・建築等）については、女性の採用者を毎年１人以上

確保する。 

　　※消防職については、消防本部職員に占める女性職員比率５％を目標とし、中長期的な

視点で計画的な採用を行う。 

 

（２）登用に関する指標 

　　本市の管理職（課長級以上）の女性割合は、９．２％（令和７年４月１日現在）とな

っており、全職員数に占める女性割合３７．１％と比較し、低い状態です。 

　　管理職への女性職員の登用率の向上により、男女のバランスのとれた意見を行政サー

ビスや政策に反映するため、以下の数値目標を設定します。 

　　なお、消防職については、女性職員の割合が少ないことから数値目標の対象外としま

す。 

〇管理的地位（課長級以上）にある職員に占める女性割合を１５％以上にする。（消防職・

医療職（市立医療センター）を除く。） 

　 

 

（３）仕事と生活の両立に関する指標 

　　本市の男性職員の育児休業の取得率は、５２．４％（令和６年度）となっており、増

加傾向にありますが、女性職員と比較すると、取得期間が短い傾向にあります。今後も

引き続き、男性職員の育児等への参画を促進し、仕事と生活の両立を推進するため、以

下の数値目標を設定します。 

　○育児休業の取得が可能となった男性職員のうち、２週間以上取得する者の割合を 

８５％以上とする。 
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２　目標を達成するための取り組み 

次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０条）に基づき、当市では、「春日部市

特定事業主行動計画」を策定しています。本計画の取り組みを行うにあたり、両計画に共通

する内容については、「春日部市特定事業主行動計画」より一部抜粋し、掲載しています。 

 

　 

 

 

１－１　男女のバランスのとれた人材確保と適正な職員配置 

　　 

（１）戦略的な人事施策 

①戦略的な職員採用　 

本市職員の魅力を伝え、女性職員が少ない技術職・消防職の女性職員が確保できる

よう、積極的広報・採用試験を実施する。 

人事課は、採用関係のホームページ等に本計画の取組実績の掲載や、採用説明会にお

ける女性職員の派遣等、女性の視点からみた業務のやりがいやワーク・ライフ・バラ

ンスの推進状況等積極的な広報を実施する。 

採用試験では、男女双方の視点を取り入れた面接試験を実施し、本市が女性活躍を推

進していることをＰＲする。 

 

②必要な職員数の確保と適切な職員配置　【一部　春日部市特定事業主行動計画より】 

　　　　育児や介護等を行う職員が安心して休暇を取得できるよう、会計年度任用職員の採

用等により、業務に支障が生じない体制を整える。 

　　　人事課は、「春日部市職員定員管理計画」に基づき、業務量に応じた適正な職員配置、

育児休業者等を考慮した実働職員数の確保を図る。会計年度任用職員の採用等、代替

職員の確保に努め、適宜、人員体制の見直しを検討する。 

 

③適材適所の職員配置　【一部　春日部市特定事業主行動計画より】 

　　　　本人の希望や適性を踏まえ、職員としての職域を拡げ、新しい知識や技術を習得す

る人材育成の機会として人事異動を捉え、職員の配置を行う。 

人事課は、所有する資格やこれまでの経験を活かした適材適所の職員配置を行うとと

もに、本人の希望や適性に応じて、女性職員の配置が少なかった部署への配置も検討

し、活躍の場を広げる。また、管理職は妊娠している職員について、健康や安全に配

慮した日常業務の見直しを行う。 

 

 

 

基本方針１　職員の能力が十分に発揮できる組織づくり 
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④管理職への積極的な登用 

　　　　管理職候補者を適正に確保し、職員の意欲や能力に応じ積極的に管理職へ登用する。 

　　　人事課は、本人の意欲や能力を重視した職員配置を基本としたうえで、各階層に応じ

た人材育成を行う。 

　　　また、本人の希望や適性を踏まえながら女性職員の管理職への登用を促し、活躍の場

を拡大する。 

 

 

１－２　管理監督者への意識の醸成・風土改革 

 

（１）管理職による職場の意識改革 

①仕事と生活の両立の実現に向けた管理職の意識改革　 

　　　　男女に関わらず、仕事と生活の両立ができる職場環境の実現に取り組むため、管理

職の意識啓発を行う。 

人事課は、対象となる職員全てが育児や介護等の休暇を取得しやすい職場環境づくり

や、時間の効率的な活用を学ぶ研修を管理職向けに実施する。また、有給休暇等の取

得促進について意識啓発を行うための取り組みを検討、実施する。 

 

②公正な人事評価の実施　 

　　　　評価者研修を行い、人財育成に効果的に活用する。 

人事課は、評価誤差をできるだけ少なくするとともに、人財育成につながる人事評価

を行うため、評価者研修を行う。 

 

③管理職による休暇の率先取得　【春日部市特定事業主行動計画より】 

　　　　管理職が年次有給休暇を取得しやすい職場の雰囲気を作る。 

管理職は、年次有給休暇を取得しやすい職場の雰囲気を作るため、年次有給休暇の率

先取得を心がける。 

 

④定時退庁できる雰囲気環境の醸成　【春日部市特定事業主行動計画より】 

　　　　管理職が定時退庁ができるような職場の雰囲気を作る。 

管理職は、定時退庁を心がけるとともに、残業予定がない職員に対して、定時退庁す

るように毎日声掛けをする等、定時退庁できる雰囲気環境を醸成する。 
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（２）業務効率化へのアプローチ 

①職場ごとの業務改善　【一部　春日部市特定事業主行動計画より】 

　　　　管理職のリーダーシップにより、個々の職場の実情に合わせ、様々な役職・世代の 
職員の意見を反映し、業務効率化や職場環境の改善に取り組む。 

人事課は、管理職に向けて、業務改善に関する研修を実施し、職員の発意に基づく 

業務改善を推進することで、職員が取り組みの成果を実感できる風土づくりを行う。 

また、管理職が各事業の進捗状況確認を行い、必要に応じて担当内の応援体制を組む 

等、事業の円滑な遂行を図る。あわせて、業務の廃止を含めた、見直し・効率化につ

いて定期的に検討を行い、必要な処置を講じる。 

 

 

 

 

 

２－１　職員のキャリア形成・意欲向上 

 

（１）キャリア形成支援　 

　　①キャリアデザイン・キャリアアップ研修の実施・派遣 

　　　マネジメント能力、意欲向上を目的とした研修の実施及び派遣を行う。 

　　人事課は、管理職候補者の育成のため、チャレンジ意識の向上、多様なキャリア形成を

図るキャリアデザイン研修を実施する。 

　　また、タイムマネジメント、リーダーシップ等マネジメント能力や意欲向上を図るキャ

リアアップ研修の実施及び外部研修機関への積極的な派遣を行う。 

 

　　②職員の意欲や能力に応じた昇任制度の実施 

　　　適正な昇任制度の実施により、各年度における管理職候補者を確保する。 

　　人事課は、将来指導的地位を担うことが期待される職員、特に女性職員を対象に、職員

の意欲や能力に応じた昇任試験・選考を検討・実施する。 

　　また、所属長は昇任対象者との面談の際に、本人の適性を見ながら昇任意欲向上につな

がるサポートを行う。 

 

　　③職員の相談体制等の整備 

　　　キャリアや仕事と家庭の両立について、相談ができる場を提供し、職員の意欲の向上

を図る。 

　　人事課は、専門家や経験者に相談ができる体制を整備する。 

　　また、職員同士が率直に意見交換ができる場を研修の機会等を通じて提供する。 

 

 

基本目標２　キャリア形成支援等による職員の育成 

 
基本方針２　キャリア形成支援等による職員の育成 
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④育児休業等の取得職員への研修の実施　【一部　春日部市特定事業主行動計画より】 

育児休業や介護休暇を取得している職員が勤労意欲を低下させることなく、安心して 

復帰できるよう、制度の利用中に参加できる研修を実施する。 

研修実施課は、職員の知識・技能の向上が図れるよう、育児休業や介護休暇を取得して

いる職員が参加できる e ラーニング等の研修を実施する。また、所属長は研修の情報を

対象となる職員に提供する。 

 

 

 

３－１　仕事と生活の両立を支える職場環境の整備 

 

３－１　仕事と生活の両立を支える職場環境の整備 

 

（１）男性職員の育児等への参画促進 

　　①男性職員も取得できる制度の周知及び取得しやすい環境づくり 

　　　育児や介護等に関する制度についての周知を図り、制度の取得を希望する男性職員の

支援を行う。 

　　人事課は、グループウェアを活用し、男性職員も利用できる育児や介護等に関する制度

の周知を行い、活用を促す。また、窓口においても「仕事と育児の両立支援ハンドブッ

ク」の案内を行う。 

 

（２）各休暇制度等の取得促進・定時退庁の推進 

　　①育児や介護、その他の休暇制度等に関する周知 

　　　制度の内容や手続き等について周知し、利用の促進を図る。 

　　人事課は、各種休暇制度や、深夜勤務・時間外勤務の制限に係る制度について、各課へ

の通知やグループウェアの活用、研修等を通して周知を図り、職員の積極的な利用の促

進を図る。 

 

　　②ノー残業デー、ワーク・ライフ・バランス推進月間の実施 

　　　定時退庁や休暇取得等について周知し、職場環境の見直しを促す。 

　　人事課は、ノー残業デーやワーク・ライフ・バランス推進月間を実施し、グループウェ

ア等を活用して、意識付けを行う。 

　 

 

 

 

 

 

基本目標３　仕事と生活の両立支援（ワーク・ライフ・バランス）の推進 基本方針３　仕事と生活の両立支援（ワーク・ライフ・バランス）の推進 
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③（一部再掲）職場ごとの業務改善　【一部　春日部市特定事業主行動計画より】 

　　　管理職をはじめとする職場全体の関与により、個々の職場の実情に合わせ、様々な役

職・世代の職員の意見を反映し、業務効率化や職場環境の改善に取り組む。 

人事課は、管理職に向けて、業務改善に関する研修を実施し、職員の発意に基づく 

業務改善を推進することで、職員が取り組みの成果を実感できる風土づくりを行う。 

また、職場単位の取組だけでは解決が難しい課題については、関係課と連携し、 

管理職や職員の負担軽減の観点も踏まえ、全庁的な視点で業務量の削減や業務の 

在り方の見直しに取り組む。 

 

 

（３）多様な勤務形態の推進 

　　①テレワークやフレックスタイム制度等の多様な勤務形態の推進 

育児や介護等で時間制約のある職員が多様な勤務形態を選択できるよう、制度を整

備・推進をする。 

　　　人事課は、在宅勤務やテレワークやフレックスタイム制度等の事例を調査し、利用の

推進を図る。 

 

 

 

 

 

４－１　ハラスメント対策 

 

（１）ハラスメントのない職場環境づくり 

　　①「春日部市職員のハラスメントの防止等に関する指針」の活用 

「春日部市職員のハラスメントの防止等に関する指針」（以下、「指針」という。）を活

用し、ハラスメントの未然防止に努めるとともに、ハラスメント事案が発生した場合は、

適切に対応する。 

人事課は、グループウェアを活用し、指針を周知し、職員全体でハラスメントをしない、

させない、許さない職場環境づくりに取り組む。 

 

 

②ハラスメント防止研修の実施 

ハラスメントに関する正しい知識と対策についての認識をもって職務に取り組み、

様々な職員の能力を十分に発揮できる職場環境を確保する。 

人事課は、管理職を対象にセクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等を防止

するための研修を実施し、職場内でハラスメント防止に関する正しい知識の普及と意識

啓発を図る。 

基本方針４　ハラスメントのない職場環境づくり
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③相談体制等の整備 

職員からハラスメントに関する申出及び相談が職員からあった場合に、適切に対応す

るためのハラスメント相談窓口を設置する。 

人事課は、ハラスメント事案が発生した場合に限らず、発生するおそれがある場合や、

ハラスメントに該当するかどうか不明な場合も含め、幅広く相談に対応するハラスメン

ト相談窓口を設置する。 
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